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介護離職、支援制度利用の現状と 

対策の必要性 

 

◆介護離職に関するアンケート結果 

東京商工リサーチが行った「介護離職に

関するアンケート」の結果によると、２０２３年

８月までの１年間に介護離職が発生した企

業は１０．１％あったそうです。離職してしま

った従業員の属性は、正社員が６５．３％を

占めています。 

一般的には、５０歳代から親の介護を担う

必要が高まる傾向にあります。つまり、働き

盛りの中堅以上の従業員が、介護のために

離職してしまう可能性が高まるということで

す。 

 

◆制度の利用状況 

一方、同調査では、介護休業または介護

休暇の利用状況についての結果も示されて

います。介護離職した従業員の半数以上 

（５４．５％）が、介護休業または介護休暇を

利用していなかったことがわかりました。 

仕事と介護の両立支援をマニュアルなど

で明文化している企業は５０．２％あったとの

ことですので、従業員への制度周知や会社

による利用の働きかけの不足、従業員が周

囲に遠慮してしまい休暇が取りにくいといっ

た状況がうかがえます。 

 

◆育児・介護休業法の改正予定 

２０２４年の通常国会で、育児・介護休業

法の改正が予定されています。 

従業員への介護に関する情報提供や制

度選択の意向確認の義務化などが検討され

ているほか、休業制度の利用を促すための

研修や相談窓口の設置を求めることも議論

されるようです。 

「介護のことは従業員個人の問題」という

意識だったり、介護に限らずそもそも休暇が

取りにくかったりというのでは人を採用できる

会社にはなれない、という時代になっている

ようです。今後の法改正の動向も見ながら、

従業員の介護離職による損失を防ぐ方策を

しっかりと考えていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅館業法が改正されています 

～カスハラは宿泊拒否も 

 

◆改正の背景 

旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者

等の利便性といった国民生活の向上等の観

点から、一定の場合を除き、宿泊しようとす

る者の宿泊を拒んではならないとされていま

す。しかし、新型コロナウイルス感染症の流

行期において、①宿泊者に対して感染防止

対策への実効的な協力の求めを行うことが

できない、②いわゆる迷惑客について、営業

者が無制限に対応を強いられた場合には、

感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサ

ービスが提供できない、などという営業者か

らの意見が国に寄せられました。 
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こうした情勢の変化に対応して、旅館業法

等の一部を改正する法律が成立し、令和５

年１２月１３日に施行されました。 

 

◆改正のポイント 

改正の主な内容は以下の通りです。 

１ 宿泊拒否事由の追加 

２ 感染防止対策の充実 

３ 差別防止の更なる徹底等 

４ 事業譲渡に係る手続きの整備 

注目したいのが１の項目です。今回の法

改正で、宿泊を拒むことができる事由として

「特定要求行為が行われたとき」が追加され

ました。特定要求行為とは、カスタマーハラ

スメントに該当する行為等を指し、その例と

して、①不当な割引、契約にない送迎等、過

剰なサービスの要求、②対面や電話等によ

り、長時間にわたり、不当な要求を行う行為、

③要求の内容の妥当性に照らして、当該要

求を実現するための手段・態様が不相当な

ものなどが挙げられます。他方、障害のある

方が社会の中にある障壁の除去を求める場

合や、障害を理由とした不当な差別的取扱

いを受けたことへの謝罪等を求めることは、

これに当たりません。 

プライベートはもちろん、コロナ禍で控えて

いた出張を再開した企業も増えています。旅

先で従業員が不測の事態に陥ることのない

よう、今回の改正を周知し、宿泊者もサービ

ス提供者も、誰もが気持ちよく過ごせるよう

心がけていきたいですね。 

 

【厚生労働省「令和５年１２月１３日から旅館

業法が変わります！」】 

https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月の税務と労務の手続期限 

提出先・納付先 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額

の納付［郵便局または銀行］ 

※ただし、６ヶ月ごとの納付の特例を受け

ている場合には、令和 5 年 7 月から 12 月

までの徴収分を 1 月 22 日までに納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜

前月以降に採用した労働者がいる場合＞

［公共職業安定所］ 

31 日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調

書・同合計表＞の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜１月１日現在の

もの＞［市区町村］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜

第４期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、

10 月～12 月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または

銀行］ 

○ 労働保険料納付＜延納第３期分＞ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税に係る住宅用地の申告［市区

町村］ 

 

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

の提出［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与

の支払者］ 

 

 

★★★事務所よりひと言★★★ 

 

新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いします。 

今年も今後とも変わらぬご支援のほど

お願い申し上げますとともに、貴社の

益々のご発展をお祈り申し上げます。 


